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小郡市監査委員公表第１４号 

 

地方自治法第１９９条第１４項の規定により、令和４年５月９日に小郡市長から、令和４年５月

１８日に小郡市教育長から、定期監査の結果に関する措置状況について通知を受けたので、同項の

規定により次のとおり公表する。 

 

令和４年５月３１日 

 

 

小郡市監査委員   髙 山   晃 

小郡市監査委員   佐々木 益 雄 

 

 

定期監査の結果に関する措置状況 

 

 

第１ 監査結果と措置の件数 

    小監公表第８号 （令和４年３月３日付 生活環境課）分 

                            ・・・・・ １件 

    小監公表第１号 （令和４年１月１１日付 スポーツ振興課）分 

                               ・・・・・ １件 

第２ 講じた措置の内容 

   以下のとおり 

小監公表第８号（令和４年３月３日付 生活環境課）分 

 

 

 

 監査の結果 措置の状況 

１ 

指摘事項（１）予算事務について適正な処理を求

めるもの 

 ごみ処理手数料について、指定ごみ袋等販売店

への販売手数料を販売代金から支払い、その残額

を市に納入させるといった繰替払をしているが、

歳出予算に販売手数料を計上していなかった。 

 一会計年度における一切の収入及び支出は、す

べてこれを歳入歳出予算に編入しなければなら

ない。繰替払は現金操作上の特例に過ぎないの

で、販売手数料を歳出予算に計上しなければなら

ない。適正な予算編成を行われたい。 

 

 

庁内で協議を行った結果、歳入歳出の予算編成

に今後整理すべき課題があるとの認識には至り

ましたが、補正予算として計上する緊急性が欠け

ること、法制上遡及適用ができないこと等を勘案

し、令和３年度予算における予算整理はできない

と判断し、現状の処理を維持することとしていま

す。 

令和４年度予算においては、上記課題を解決す

るため歳入予算、歳出予算ともに計上し、繰替払

として処理をする予定です。 
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小監公表第１号（令和４年１月１１日付 スポーツ振興課）分 

 

 監査の結果 措置の状況 

１ 

指摘事項（１）契約事務について適正な事務処理

を求めるもの 

 小郡市体育館受付管理業務において、契約書で

は「勤務時間は１７時から２２時３０分」となっ

ているが、変更契約を行わず、勤務時間を変更し

ていた。 

 契約の内容を変更しようとするときは、変更契

約書を作成しなければならない。適正な事務処理

を行われたい。 

 

 

令和４年１月３０日付で、体育館を臨時休館あ

るいは時間短縮した分の勤務時間を１６時から

１８時の間に振り替えることができる旨の変更

契約を締結しました。 

 振り替えができず、勤務実績に対して、契約金

額が超過している分については、令和４年３月２

５日付で、勤務実績に合わせて減額する変更契約

を締結しました。 

 今回の指摘事項については、この様に対応しま

したが、本来であれば、勤務時間の増減等、契約

内容に変更が生じる場合は、必要な予算措置を行

い、速やかに変更契約を締結しなければならない

ものですので、今後は、適正な契約事務を行いま

す。 

 


